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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成22年4月30日(2010.4.30)

【公表番号】特表2009-541189(P2009-541189A)
【公表日】平成21年11月26日(2009.11.26)
【年通号数】公開・登録公報2009-047
【出願番号】特願2009-515864(P2009-515864)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ  17/34     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/06     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/30     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ  17/245    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  30/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ  17/34    　　　Ｚ
   Ｃ２３Ｃ  14/06    　　　Ｌ
   Ｃ２３Ｃ  16/30    　　　　
   Ｃ０３Ｃ  17/245   　　　Ａ
   Ｃ２３Ｃ  30/00    　　　Ａ
   Ｃ２３Ｃ  30/00    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月9日(2010.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抗菌性を持つ基板の製造方法において、それが金属酸化物、オキシ窒化物、オキシ炭化
物、炭化物、ＤＬＣまたは窒化物の中から選ばれた結合剤物質と混合された少なくとも一
つの抗菌物質を含む混合層を、減圧下のスパッタリングにより付着することからなり、混
合ターゲットが前記混合層を付着するために使用されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　混合層が、０～５００ｋＨｚの周波数を用いる、ＤＣスパッタリング、単極パルス電力
または二極電力を用いて減圧下のスパッタリングにより付着されることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　混合ターゲットがセラミックと金属材料の混合物であることを特徴とする請求項１また
は２に記載の方法。
【請求項４】
　混合層が、単一の混合ターゲットを用いて及びＤＣまたは単極パルス電力を用いて減圧
下のスパッタリングにより付着されることを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記
載の方法。
【請求項５】
　混合層が、混合ターゲットを用いて及びＡＣまたは二極電力を用いて減圧下のスパッタ
リングにより付着されることを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の方法。
【請求項６】
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　抗菌物質が銀、銅、金及び亜鉛、またはそれらの混合物から選ばれることを特徴とする
請求項１～５のいずれか一つに記載の基板。
【請求項７】
　混合層が、ＡｇドープされたＳｉＯ２，ＳｎＯ２，ＺｒＯ２，ＺｎＯ，ＴｉＯ２，Ｎｂ
Ｏｘ，Ａｌ２Ｏ３，ＮｉＣｒＯｘ，Ｓｉ３Ｎ４，ＴｉＮ，ＡｌＮまたはそれらの混合物、
特にＺｎｘＳｎｙＯｚ，ＴｉＺｒＯｘまたはＳｉＯｘＮｙの層からなることを特徴とする
請求項１～６のいずれか一つに記載の方法。
【請求項８】
　混合層が、２ｎｍより大きく、好ましくは５ｎｍより大きく、特に好ましくは８ｎｍよ
り大きく、かつ３００ｎｍ未満、好ましくは２５０ｎｍ未満、特に好ましくは２００ｎｍ
未満の厚さを持つことを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の基板。
【請求項９】
　混合ターゲットが、混合されたセラミックチタンとＡｇのターゲットであることを特徴
とする請求項３に記載の方法。
【請求項１０】
　少なくとも一つの下層が混合層の付着前に基板上に付着され、下層が抗菌物質の拡散を
阻止または減速する機能を持つことを特徴とする請求項１～９のいずれか一つに記載の方
法。
【請求項１１】
　下層が、熱分解及びスパッタリングされた層、特にＰｄ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｙ，ＴｉＯｘ，
ＮｉＣｒＯｘ，Ｎｂ，Ｔａ，Ａｌ，ＺｒまたはＺｎＡｌ，ＳｎＯ２，ＺｎｘＳｎｙＯｚ，
ＳｉＯｘ，ＳｉＯｘＮｙ，ＺｒＯｘのような金属酸化物、金属または金属合金化合物、ま
たは金属窒化物、特にＳｉ，Ｔｉ，ＺｒまたはＡｌの窒化物またはそれらの混合物を含む
層の中から選ばれることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　下層が、熱分解法により、特に化学蒸着法により付着されることを特徴とする請求項１
０に記載の方法。
【請求項１３】
　基板が金属製であることを特徴とする請求項１～１２のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１４】
　基板がガラスタイプの基板であることを特徴とする請求項１～１２のいずれか一つに記
載の方法。
【請求項１５】
　焼入れされかつ抗菌性のガラスタイプの基板の製造のための請求項１～１４のいずれか
一つに記載の方法において、それが、
（ｉ）抗菌物質及び結合物質を含む混合層を減圧下のスパッタリング法により付着し；
（ｉｉ）被覆された基板を基板の厚さに対応して２～１０分の間、６００～８００℃の温
度で焼入れする；
工程を含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１～１６のいずれか一つに記載の減圧下のスパッタリングにより付着された少な
くとも１つの混合層をその表面の少なくとも一つの上に被覆された基板であって、被覆さ
れた基板が促進老化試験後に抗菌性を維持することを特徴とする基板。
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